
記者発表資料  
                       令 和 元 年 １ ０ 月 １ １ 日 
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１．規制場所  

国道４５号 岩手県下閉伊郡山田町織笠第１地割～織笠第１１地割地内 
 
２．規制期間  

令和元年１１月１１日（月）２１時～１１月２１日（木）２１時まで 
なお、天候等により規制期間が変更となる場合があります。 

 
３．規制内容  

終日全面通行止め 
 
４．迂回路 

 総重量が５．５トン以上の車両は三陸沿岸道路（山田南ＩＣ～山田ＩＣ）をご
利用ください。 

 
 総重量が５．５トン未満の普通自動車等は、交通誘導員の誘導に従い、町道サ

ギの巣・妻の神線及び町道織笠南側線をご利用ください。 
なお、町道は幅員が狭いため、片側交互通行規制を実施いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

《発表記者会：東北専門記者会、岩手県政記者クラブ、大船渡記者クラブ、 
釜石記者クラブ、宮古記者クラブ》 

 
お問い合わせ先 

 
国土交通省 東北地方整備局 三陸国道事務所 
 

管理課      課長 佐々木
さ さ き

 一茂
かずしげ

 電話０１９３－７１－１７１７ 

 

宮古西維持出張所 所長 赤石
あかいし

  広
ひろ

秋
あき

 電話０１９３－７１－１７６０ 

 
 

国道４５号織
おり

笠
かさ

大橋
おおはし

（山田町織笠地内）の 

終日全面通行止めのお知らせ 

下閉伊郡山田町織笠地内の国道４５号織笠大橋の補修工事に伴い、国道４５号の終
日全面通行止めを実施します。 

通行される皆様には、ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいた
します。 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

国道４５号織
おり

笠
かさ

大橋
おおはし

の補修工事のため、下記のとおり終日全面通 

行止めを行います。ご理解ご協力をお願いいたします。 

 
記 

 

１．場  所 国道４５号織
おり

笠
かさ

大 橋
おおはし

：岩手県下閉伊郡山田町織笠 

第１地割～岩手県下閉伊郡山田町織笠第１１地割地内 

 

２．規制期間 令和元年１１月１１日（月）２１時から 

令和元年１１月２１日（木）２１時まで 

※天候等により規制期間が変更となる場合があります。 

 

３．規制内容 終日全面通行止め 

 

４．迂 回 路  

 総重量が５．５トン以上の車両は三陸沿岸道路（山田南ＩＣ～山田ＩＣ）を

ご利用ください。 

 総重量が５．５トン未満の普通自動車等は、交通誘導員の誘導に従い、町道

サギの巣・妻の神線及び町道織笠南側線をご利用ください。 

なお、町道は幅員が狭いため、片側交互通行規制を実施いたします。 

国道４５号 通行規制のお知らせ 

 総重量 ５．５トン以上の迂回路 
 

 

この地図は、国土地理院長の承認を得て、 
同院発行の電子地形図(タイル)を複製した 
ものである。【承認番号 令 1東複、第 24 号】 

総重量 ５．５トン未満の迂回路 


